
第 4回 塩竃市立病院事業調査審議会

日 時 平成 28年 1月 14日 (木)18:30～

場 所 3階 第一会議室

次     第

1。 開 会

2.議 題

(1)収支計画案について

(2)中間答申案について

3。 その他

4.閉 会

〈配布資料〉

・ 第 4回塩竃市立病院事業調査審議会資料



第 4回塩竃市立病院事業調査

審議会会議資料

平成 28年 1月 14日

塩竃市立病院



(1)収支計画案について



収支計画案について

1.収入に係る計画

(1)入院収益

【患者数・病床利用率 0診療単価を設定するにあたつての考え方】

病棟ごとの医療機能の明確化を踏まえた患者数、病床利用率及び診療単価を設定

し、総合的に入院収益の増加を図る。

◇入院収益目標設定

現プラン ロ標 新 プ ラン ロ標 増1減

一般病棟
病床利用率 (%) 965 900 △65

診療単価 (円 ) 31,900 36,000 4,100

地域包括

ケア病棟

病床利用率 (%) 950

診療単価 (円 ) 29,500

療養病棟
病床利用率 (%) 1000 980 △20

診療単価 (円 )
13,800 15,000 1,200

入院収益

合  計

病床利用率 (%) 973% 932% △41%

診療単価 (円 ) 27,500円 29,059円 1,559円

収 益 (千円) 1,573,000f F司 1,591,418二 FF可 18,418f円

※診療 日数 365日 で試算

(2)外来収益

【患者数・診療単価を設定するにあたつての考え方】

○地域密着型の総合病院として、現在の開設診療科を継続することとし、患者数を設

定する。

○常勤医師が不在な小児科については、現状における患者数の減少を踏まえ、患者数

の目標値も下方修正することとする。

○診療単価については、安心な地域医療を提供することとし、実績や努力目標を踏ま

えて設定する。

◇外来収益の目標設定

現 プ ラン ロ標 新 プ ラーンー目標 増■減

外  来

患者数 (人 ) 307.8人 275.1 人 △ 32.7人

診療単価 (円 ) 9,150円 10,800円 1,650円

収 益 (千円) 685,000千 円 725,068千 円 40,068千 円

※診療 日数 244日 で試算



(3)他会計負担金

【一般会計繰入金の積算にあたつての考え方】

〈基準内〉

①総務省の繰出基準に基づく額。

く基準外〉

②地域医療構想や地域包括ケアシステムにおいて公立病院として果たすべき役割な

ど、政策的医療 (慢性期医療 。在宅医療)に係る経費のうち、その経営に伴う収入をも

つて不足する額。

③消費税率の引き上げに伴う損税など、医業収入に転嫁することが出来ない費用に係

る額。

◇一般会計繰入金の積算方法と金額 (平成 28年度 )

(単位 :千円)

項■ 目 具体的な積算方法
繰入金額
‐.:(a+b)|

基準内

(a).1

基準外
|(b)

①

救急医療の確保
救急医療にかかる損失額(空床確保費や救
急医療配置人件費等)

1531000 153,000 0

保健衛生行政 医療ソーシャルワーカー(2名 )人件費 14,200 14,200 0

企業債利子 当年度企業債償還利子×1/2 988

リハビリテーション医療 リハビリテーション医療にかかる損失額 30,100 30,100

小児医療に要する経費 小児医療にかかる損失額 10,200 10,200

高度医療に要する経費 高度医療機器賃貸借料 5,142 5,142

職員の研究研修費 研究研修費×1/2 3,000 31000

基礎年金拠出金等公的負担金 総務省繰出金調査票による算出 36,315 36,315

追加費用負担経費
昭和37年度の職員数×現在の職員の増加

率
18,300 181300 0

児童手当に要する経費 児童手当支給額の全額 91820 91820 0

建設改良費 医療機器購入額×1/2 2,000 2,000

企業債償還元金 企業債償還元金×1/2 311320 311320 0

② 不採算医療に要する経費
療養病棟運営損失額及び

在宅医療運営損失額
80,000 80,000

③ 消費税損税に係る補助 消費税損税額 77,000 0 771000

1合 |‐■ 1計|| 4711301 314,385 157,o00
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(参考)過去の繰入金の推移

2.新改革プランにおける収支計画案

(1)収支計画案

(2)収支計画を踏まえた経常収支、現金損益、財務に係る数値の推移

(単位 :千円)

科 目
平成21年度
決算額

平成22年度

1決算額 |

平成23年度
■決算額■

平成24年度

決算額

平成25年度

1決算額 |

平成26年度
1決算額‐

平成27年度
予1算額

平成28年度
‐計画(案卜|

一般会計繰入金合計(a) 722,839 722,181 787,244 742,321 787,085 608,685 619,793 471,385

特例債償還元金(b) 201,957 202,181 202,181 202,181 202,181 202,181 202,181 0

特例債償導繰ハ金を
除く繰入金合計(ab)

52Q882 520,000 585,063 5401640 584,904 406:504 417,612 471,385

基準内繰入金 310,995 340,053 387,319 350,747 248,581 267,407 314,385

基準外繰入金 209,887 179,947 197,744 191,281 234,157 157,923 150,205 157,000

(単位 :千円)

年 農

項 目

28年度

(群続)

29年度

(絣緒)

30年度

(厳壮)

31年度

(税抜)

32年度

(絣抜)

医業収益 2,632,404 2,629,831 2,632,98乏 2,637,06〔 2,629,83

入院収益 1,591,41ε 1,591,41ε 1,591,41ε 1,595,77〔 1,591,41〔

外来収益 725,06e 725,06ε 728,21G 727194 725,06〔

その他医業収益 315,918 313,34[ 313,34[ 313,34 313,34[

医業費用 2,837,02( 2878,∞ ( 2,879,34[ 2,894,501 2,864,9烈

給与費 1,395,98〔 1,406,91( 1,409,824 1,417,45( 11415,30〔

材料費 426,42( 426,90( 426,90C 426,90( 426,909

径費 896,93〔 902,46( 901,338 906,31( 906,28C

減価償却費 110,07Z 134191( 134,07Z 136,12( 108,727

その他の経費 7,60〔 7,70( 7,70( 7,70〔 7,70(

医業損益 △204,6Z △249,07乏 Δ246,86〔 △257,43〔 0235,09〔

医業外収益 327,37〔 341,84〔 349,28ラ 360,52( 368,80〔

医業外費用 94,7“ 83,90C 83,781 83,48Z 83,09〔

経常損益 28,04` 8,87C 18,64〔 19,60フ 50,61〔

特別利益 1,00C 1,00C 1,00C 1,00C

特別損失 1,00C 1,00C 1,00C 1,00C

当年度純損益(Al 28,04( 8,87C 18,640 19,607 50,61C

年 度
28年度 29年度 30年度‐ 31年度 32年度

饉常収支 (千円) 28,04( 8,87( 18,64〔 19,607 50,61(

現金損益 (千 円) 59146( 52,68〔 47,84〔 39,42C 54,31(

経常収支比率(%) 101( 100〔 100C 1007 1017

夏業収支比率(%) 92〔

懺員給与費対医業収益比率(%) 607

不良債務比率(%)

資金不足比率(%)

病床利用率 (%) 93乏 93芝
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(参考)新改革プランにおける収支計画案

(単位 :千円)

年 度

頃 目

28年度

(税抜)

29年度

(税抜)

30年度

(税抜)

31年度

(税抜)

32年度

(税抜)

医業収益 2,632,404 21629,831 2163219年 2,637,06〔 2,6291831

入院収益 1,591,41〔 1,591141〔 1,591,41ε 11595,77〔 11591141〔

外来収益 725,06〔 725,068 728,21C 727,945 725,06〔

その他医業収益 315,91〔 313,34[ 313 aИ 〔 3131鉾 5 313,34(

医業費用 2,8o7102〔 2o7o,903 21879,84[ 2,894150〔 2,864192Z

給与費 1,395,983 1,406,91( 1,409,824 11417145( 1,415130〔

材料費 426142C 426j90C 426,90〔 426,90C

経費 896:93[ 901,338 906,31〔 906,28C

減価償却費 1101074 134,91〔 134,07Z 136112〔 108,727

資産減耗費

研究研修費

工業損益 △20416Z △249,0″ △246,86〔 △257:43( △235,09〔

医業外収益 327,37〔 341,848 349,287 360,52( 368,80〔

他会計負担金 126,43〔 122,97C 122138〔 122128 122118Z

他会計補助金 144,43こ 144:435 1“,43[ 1“ ,43〔 1“ ,43〔

患者外給食収益

その他医業外収益 161661 16,38 1613創 16136Z 16,3“

県補助金

長期前受金戻入 39115Z 57,40〔 65142C 76,76Z 85,14(

医業外費用 94,70Z 83190C 83,78. 831484 83109〔

支払利息等 2174(

患者外給食材料費

誰損失 911701 79,799 79180芝 791675 79,44Z

経常損益 20,04C
８７

・
18164〔 19,601 50161C

持別利益

過年度損益修正益

他会計補助金

昧良債務解消分
特別損失

過年度損益修正損

当年度純損益(⇒ 28,04c 8,876 18164〔 50,61C

資本的収入(税込) 400,52C 69,967 71,27〔 54113Z

資本的支出(税込) 478,415 104103〔 1201407 121190 84,867

資本的収支差引(B) △77,89〔 △44,921 △50144C △50,62C △301733

総合収支(A+B) ム49】 84( A36,04[ △31,797 △

",02乏

当年1度 1現金損:益 521683 ●4104 ,942β 14"`

(
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(参考)一般会計からの繰入金の計画案

|●IⅢ

(単位:千 円)

項 目 罐な
29年度

見込

30年度
見込

31年度

見込

32年度
見込

医業収益 167,200 167,20C 167,20C 167,200 167,20C

他会計負担金 167,200 167,20C 167,20C 167,200 167,20C

1.救急医療の確保 153,000 153,00C 153,00C 153,000 153,00C

2保 険衛生行政 14,200 14,20C 14,20C 14,200 14,20C

医 籍外収益 270,865 267,405 266,821 266,722 266,61

他会計負担金 126,430 122,970 122,38C 122,287 122,184

1.企業債利子 98ε 2,151 2,086 1,987 1,884

2.リ ハビリテーション医療 30,10C 30,10C 30,10C 30,10C 30,10C

3.小児医療に要する経費 10,20C 10,20C 10,20C 10,20C 10,200

.不採算 医療に要する経費 80,00C 80,00C 80,00C 80,00C 80,000

高度医療に要する経費 5,142 519

他 計補助金 144,435 144,43〔 144,435 144,43C 144,43こ

1.職員の研究研修費 3,00C 3,00C 3,000 3,00C 3100C

.基礎年金拠出金公的負担経費 36,31 36,31 36,31 36,316 36,31〔

追加費用負担経費 18,30C 18,30C 18,300 18,30C 18,30C

4.児童手 当に要する経費 9,820 9,82C 9,820 9,82C 9,82C

5.特例債支払利′自、 0 C

6.医師確保 に要する経費 0 C

7.消費税損失 に係る補助 77,00C 77,00C 77,00C 77,000 77,00C

牛争男」禾12主 0 C

他会計補助金 0 C

.不 良債務解消繰入金 C

2特 例債 元金 償 還 金 C

438:00C 434,60〔 434,021 433:922 433,819

資本的収入 33,32C 37,1lε 47,967 49,278 32,134

他会計出資金 33,32C 37,118 47,967 49,278 32,134

卜.録改良費 2,000 2,00C 2,00C 2,00C 2,00C

12.企 業債償還元金 31,320 35,118 45,967 47,278 30,134

他会計補助金 0 C

11.長期借入金償還元金 0 C

133:320 37,118 1471967 ‐49,27ξ |132:‐ 134

(

(

{収益的収入計〕

〔資本的収入計〕

4711381 |‐47.1:72(
|:||||1111111● |

'こ
981

1:|■11111111111 ］̈一
1465,95(
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(2)中間答申案について



1.塩竃市立病院の現状について

(1)施設の概要について

平成 28年 1月 現在、一般病棟 123床 (急性期 81床、地域包括ケア病棟 42

床)、 療養病棟 38床、合計 161床 を有し、診療科 目は内科、消化器内科、循環器

内科、呼吸器内科、神経内科、糖尿病内科、緩和医療内科、小児科、外科、泌尿器

科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション

科の計 17診療科を標榜 している。

(2)塩竃市立病院改革プランの取組状況について

平成 20年度に策定した塩竃市立病院改革プランに基づき、平成 21年度には病

床数を199床から161床に削減するとともに、経営形態の見直しとして平成 2

2年度には地方公営企業法を全部適用 したところである。

収入確保に係る取組みとして、救急患者を積極的に受け入れるとともに、経費削

減の取 り組みとして、医薬品の後発医薬品への積極的な切 り替えによる費用の削減

に取 り組むなど、病院職員並びに市行政当局が一丸となり、様々な取 り組みによつ

て平成 25年度に全ての累積不良債務を解消したことは評価できる結果 となった

が、経常収支の均衡など、今後の課題 となる点もあり、なお一層、経営健全化に努

められたい。

【財務に係る数値目標の達成状況】

一■

●

一２

●

一Ｈ

● =IH221
|IH213

〓

■
●

●
２

●

〓
Ｈ
●

1経常収支額 (千円)

目標 5,659 △22,704 9,482 9,742 39,217 74,919

一積一実
一

|ム,31339 |●:||:719 ■117,
|― ム

ー
130,09C 11:?9100r △1851432

2経常収支比率(%)
目標 992 1029

■実績|‐ 99,7 1979 |||:|1001, 95:4 98,9 931

3医業収支比率(%)
目標 947

1実績| ■■●IJ´ :|11111110317 |:|::111819:2 912131 1817121

4量量筆i属
対医業収 目標 547 558 56C 562 563 557

1実績| 151213 15114 152■ |:1111=15414
一５

一一
■‐5914

5不良債務額(千円)

目標 291,818 200,359 77,053

,実績|
‐
272:728 |‐ 200,40Q |1871231 ||18618158‐ 人689 |ム17:|1791

6不良債務比率(%)
目標

1寒績●
６

一

:1,1,111310 111111111`14 |■3:5
一０

一
一， 一０

一

:項■■■ IH25 IH26
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2.塩竃市立病院の今後のあ り方について

(1)地域医療構想を踏まえた役割の明確化

①現状と課題

市立病院の入院・外来患者の 9割超を占める二市三町圏域の総人口は、今後 20

年で減少するものの、高齢者人口は依然として増加傾向にあり、今後の医療需要の

増加が想定されている。

病床機能報告制度や 2025年 の必要病床数を踏まえると、二市三町圏域では

急性期は削減が想定されるが、回復期、慢性期などについては不足が見込まれ、

地域包括ケアシステムの構築が求められる中、地域における在宅医療の必要性が

高まっている。

しかしながら、在宅医療、特に夜間の訪問診療については開業医による対応は

厳 しいのが実情である。

このような中において、市立病院では、平成 27年 6月 から一般病棟の 3階病

棟 42床を急性期から地域包括ケア病棟に転換 してお り、一般病棟、療養病棟 と

合わせて急性期から回復期、慢性期まで対応できる環境を有している。

また、二市三町圏域で唯一、在宅療養支援病院の認定を受けて、訪問診療や訪

問看護、訪問リハビリテーションなどの在宅医療を積極的に実施 しており、地域

包括ケアシステムの構築において果たすべき役割が今後増 していくものと考えら

れる。

②今後果たすべき役割

現状と課題を踏まえ、地域医療構想において今後、市立病院が果たすべき具体的

な役割については次に掲げるとおりである。

【急性期病棟の維持と積極的な救急患者の受入継続】

安心な地域医療を提供するため、現在の急性期病棟を維持するとともに、引
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き続き24時間体制で救急患者の積極的な受け入れを行 う。

【地域包括ケア病棟の運用による在宅復帰支援】

地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担 う、二市三町圏域唯一の地域

包括ケア病棟 として、高度急性期病院及び介護施設、在宅等からの積極的な患

者の受け入れを行い、在宅復帰支援に向けて一層の病棟の充実を図る。

【療養病棟による慢性期医療の提供】

今後の国の動向では在宅への受け皿の整備後は削減される方向であるが、地

域医療構想の推計では、依然として二市三町圏域における慢性期病床は不足が

見込まれることから、現在の療養病棟を維持 し、慢性期医療を提供する。

【在宅医療の充実】

地域包括ケアシステムの構築に向けて重要な役割を担 うとともに、二市三町

圏域における高齢化の進行や、地域医療構想での需要の増加が見込まれること

を踏まえ、今後、一層の在宅医療の充実を図る。

③一般会計負担の考え方

市立病院は、前回の改革プランに基づき様々な経営健全化に取 り組んできたと

ころであるが、今後も各種経営指標における達成 目標値を設定し、収支均衡に努

めるべきである。

しかしながら、慢性期医療や在宅医療などの政策的医療については採算性が厳しい

状況を考慮し、一般会計から適正な繰 り入れを受けることとし、これに総務省の繰出

し基準に基づく一般会計からの繰 り入れを合わせて、病院事業全体の収支均衡を図る

べきである。

なお、以下に一般会計の負担に係る考え方を記載する。

①総務省の繰出基準に基づく額。

②地域医療構想や地域包括ケアシステムにおいて公立病院として果たすべき役割な
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ど、政策的医療に係る経費のうち、その経営に伴 う収入をもつて不足する額に係

る額。

○慢性期医療に係る経費のうち、その経営に伴 う収入をもつて不足する額

○在宅医療に係る経費のうち、その経営に伴 う収入をもつて不足する額

③消費税率の引き上げに伴 う損税など、医業収入に転嫁することが出来ない費用に

係る額。

(2)経営の効率化

政策的医療に対 して一般会計からの適正な繰 り入れを求めることとしているが、

一方で、市立病院としては増収対策並びに経費削減をよリー層推進する必要がある。

市立病院の健全経営実現のために、以下の事項を目標に取 り組まれたい。

①収益目標の設定

【入院】

○一般病棟 (81床 )

。病床利用率 90.

・診療単価  36,

○地域包括ケア病棟 (4

0病床利用率 95.

・診療単価  29,

○療養病棟 (38床 )

・病床利用率 98.

・診療単価  15,

○全体 (161床 )

・病床利用率 93.

0診療単価  29,

0%

000円

2床 )

0%

500円

0%

000円

2%

059円
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。1日 当たりの入院患者数  150.0人

【外来】

・診療単価  10, 800円

。1日 当たりの外来患者数  275.1人

②経費削減の目標

○人件費に関する目標

・成績評価による新たな人事評価制度の導入を検討 し、職員一人ひとりの資

質の向上に努められたい。

・業務フローの見直し等を行い、適正な人員配置に努められたい。

。前回の改革プランにおいて制度化 した、経営状態に応 じた勤勉手当の一部

の 3月 支給を引き続き継続されたい。

○材料費に関する目標

・診療材料の導入品目の再検討や、在庫管理の徹底などにより、診療材料費

の削減に努められたい。

・薬品について使用期限の管理を徹底するとともに、後発医薬品への更なる

切 り替えを推進 し、薬品費の削減に努められたい。

○経費に関する目標

。他の自治体病院、民間病院などにおける導入実績の情報収集に努め、委

託費などの経費削減に努められたい。

(3)再編・ネ ッ トワーク化

新たな公立病院改革ガイ ドラインにおいて十分な検討を行 うべきとされている

病院については、①施設の新設・建替等を行う予定の公立病院、②病床利用率が特

に低水準である公立病院(過去3年間連続して70%未満)、 ③地域医療構想等を踏
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まえ医療機能の見直しを検討することが必要である公立病院、とされているが、市

立病院においては、地域包括ケアシステムの構築等を見据えて、平成 27年 6月 よ

り3階の一般病棟 42床 を地域包括ケア病棟に転換 し、既に病床機能の見直しを行

つているとともに、病床利用率についても90%前後と高水準で推移 していること

から、再編・ネットワーク化を検討すべきとされる病院には該当していないと考え

られる。

今後は、地域住民の利便性維持のため、一定規模の診療科を維持 しつつも、新設

または維持が困難な診療科については近隣病院との連携により、その医療機能を確

保されたい。

(4)経営形態の見直し

市立病院では、前回の改革プランに基づいて平成 22年 4月 より「地方公営企業

法全部適用」に移行 し、事業管理者を設置して病院事業を行つているところである。

地方公営企業法全部適用後、3年以内に収支均衡の目途がつかない場合には、「地

方独立行政法人 (非公務員型)」 や「指定管理者制度」への移行を前回の改革プラン

では示 したところであるが、平成 23年度に経常収支の黒字が達成され、経営形態

の更なる見直しについては見送られたところである。

今後、二市三町圏域における高齢化の進行や、地域包括ケアシステムの構築を踏

まえると、地域包括ケア病棟における回復期医療や療養病棟における慢性期医療、

在宅医療の提供など、公立病院として果たすべき役割はますます増大していくもの

と考えられることから、各種数値目標を設定の上、引き続き健全経営に努め、経営

形態については二市三町圏域唯一の公立病院として、今後も病院経営に取 り組まれ

たい。


